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は  じ  め  に

　行政書士試験は、平成18年度の試験から、出題科目の見直しや試験時間
の拡大等の措置が実施されました。　
　これは、行政書士の業務分野が多岐にわたるという特性や隣接法律専門職
種としての位置づけ等の観点から、行政書士試験においてより一層の法的思
考力等を問うこととすべく、その判定になじみやすい基本法を中心に出題法
令の限定を行うとともに、受験者が法律的素養を身に付けているかをより一
層問う観点から、試験時間を拡大し、法令科目の出題割合を増加させたもの
といわれています。

　このことは、法令科目で出題される判例問題において、最も端的に表れて
いるといえます。判例とは、最も簡単にいえば、最高裁判所の判断のことで
すが、この判例の知識を問う出題の比重が極めて高くなっています。具体的
に近時の本試験問題でみると、法令科目の全46問中の半数程度が、「判例に
照らし、正しいもの（誤っているもの）はどれか」などの正誤を問う形式
で、判例の知識が問われています。したがって、判例知識を身に付けること
が合格への近道だといえるでしょう。
　しかし、実際の訴訟（判例）は、事案が複雑で、判決文も読みにくいこと
から、初学者や独学者が判例対策を行うことは一筋縄ではいきません。そこ
で、本書では、各論点の理解に不可欠な重要判例には、事案の要点を端的に
示すとともに、適宜事実関係を図表化し、判決文のポイントを「争点・結
論」としてまとめ直しました。また、判決文の判旨をできる限り掲載し、
「争点・結論」に該当する箇所には連番とアンダーラインを付してあります。
さらに、重要判例と同じ論点や事例を扱った「関連判例チェック」を適宜設
けて様々な判例を確認できるようにしているとともに、各重要判例の最後に
は必ず「練習問題」を設けて知識の確認ができるようになっています。
　本書で、重要判例を中心にマスターして、合格に必要な判例の知識を身に
付けてください。

　本書を効率よく活用いただき、行政書士試験合格を勝ち取ってください。

ＴＡＣ行政書士講座
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▌事案

衆議院議員総選挙に立候補したYは、選挙運動中、対立候補であるXが
汚職をした旨の公表をした。そのため、Xは、虚偽の事実の公表により名
誉を毀損されたとして、名誉回復のための謝罪文の掲載を求める訴えを提
起した。一審、二審でYに対して謝罪広告の掲載を命ずる判決が出された
ので、Yは謝罪広告の強制は良心の自由を侵害するものであるとして争った。

Ｙ

①謝罪広告の掲載を
　命ずる判決

裁判所

主な争点
謝罪広告の掲載を
命ずる判決は良心の
自由の侵害となるか？

良心の自由の
侵害だ !

争　点 結　論

1

謝罪広告の掲載を命ずる判決は
良心の自由の侵害となるか。

良心の自由の侵害とならない。

ポイント
単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明する程度のものである謝
罪広告を強制する判決は、倫理的な意思、良心の自由を侵害するこ
とを要求するものではなく、憲法19条に違反しない。

▌争点・結論

人権（自由権−思想・良心の自由（19条））

謝罪広告事件（最大判昭31.7.4）
出題実績  21-5-2

関連法令  憲法19条、民法723条

第

編

憲
法

1

人権 125

本書の特長と使い方

現在の試験制度になった平
成18年度試験以降で、実
際に本試験で出題された
（取り上げられた）実績を
明示しています。「21-5-2」
とは、平成21年度問題５
選択肢２で出題された、と
いう意味です。なお、18
～30は平成、元～７は令
和となります。

取り上げた判例の争点（何
が問題となったのか）と結
論をわかりやすく記載する
とともに、どのような理由
によりその結論に達したの
かを「ポイント」として掲
載しています。

事案の概要を端的に示すと
ともに、適宜事案を図表化
し、主な争点を記載してい
ます。

よく使われる事件名や判決内容を示したタイトルと判決の年月日で
す。判決の年月日で使われる略語については以下のとおりです。

なお、第二次世界大戦以前の判決の冒頭にある「大」は、大日本帝国
憲法において設けられていた「大審院」を意味します。

最…最高裁判所
大…大法廷

令…令和　平…平成　昭…昭和
大…大正　明…明治

判…判決
決…決定

結　論

良心の自由の侵害とならない。

陳謝の意を表明する程度のものである謝
罪広告を強制する判決は、倫理的な意思、良心の自由を侵害するこ

、憲法19条に違反しない。
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▌判旨
「民法723条にいわゆる「他人の名誉を毀損した者に対して被害者の名誉を回復
するに適当な処分」として謝罪広告を新聞紙等に掲載すべきことを加害者に命ず
ることは、従来学説判例の肯認するところであり、また謝罪広告を新聞紙等に掲
載することは我国民生活の実際においても行われているのである。尤も謝罪広告
を命ずる判決にもその内容上、これを新聞紙に掲載することが謝罪者の意思決定
に委ねるを相当とし、これを命ずる場合の執行も債務者の意思のみに係る不代替
作為として民訴734条に基き間接強制によるを相当とするものもあるべく、時に
はこれを強制することが債務者の人格を無視し著しくその名誉を毀損し意思決定
の自由乃至良心の自由を不当に制限することとなり、いわゆる強制執行に適さな
い場合に該当することもありうるであろうけれど、①単に事態の真相を告白し陳
謝の意を表明するに止まる程度のものにあつては、これが強制執行も代替作為と
して民訴733条の手続によることを得るものといわなければならない。…少くと
もこの種の謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを命ずる原判決は、上告人に屈辱
的若くは苦役的労苦を科し、又は上告人の有する倫理的な意思、良心の自由を侵
害することを要求するものとは解せられないし、また民法723条にいわゆる適当
な処分というべきである…」

✓ 関連判例

麹町中学内申書事件（最判昭63.7.15）� 重要度：Ｂ
→ 内申書に生徒の政治的活動を不利益に評価して記載しても、当該
記載は生徒の思想信条そのものの記載ではなく、その記載から思
想信条を了知しうるものではなく、憲法19条には違反しない。

〈出題実績〉なし 〈関連法令〉憲法19条

▌関連判例チェック

✓ 問題 解答
謝罪広告の強制は良心の自由の侵害となり、憲法19条に
違反する。

×

内申書に生徒の政治的活動を不利益に評価して記載するこ
とは、憲法19条に違反する。

×

▌練習問題

126

実際の判決文のうち、判旨
の重要部分を抜き出して、
原文のまま掲載していま
す。先ほどの「ポイント」
に該当する箇所には、連番
とアンダーラインを付して
あります。

巻末に各判例の年月日索引と関連法令索引を設けて
ありますので、判例・法令の検索にご利用ください。
判例年月日が太字のものは重要判例です。

重要判例の内容を理解した
かを確認するための○×式
の練習問題です。

５肢択一式・多肢選択式問
題の解答のポイントとなる
記述を、付属の赤シートで
隠しながら学習することが
できます。

重要判例と同様の論点や事
案を扱った関連判例を掲載
しています。関連判例に
は、出題実績と論点理解の
観点から重要度を設けてあ
ります。Ａ（重要度高い）～
Ｃ（重要度低い）の順にな
ります。

取り上げた判例に関連する法令を掲載しています。
巻末に法令・条文ごとの関連法令索引を設けてありま
すので、関連法令ごとの判例の検索にご利用ください。
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・「オリエンテーション編」で、行政書士という資格と行政書士試験に
ついて、さらっと確認してイメージをつかみましょう。

・「入門講義編」で、各科目の内容をざっと読んで全体像をつかむとと
もに、法律学習になれましょう。

1 行政書士 合格へのはじめの一歩

・まずは１回、ざっと読
んで全体像をつかみま
しょう。わからないと
ころがあっても、どん
どん読み飛ばします。

・本文をじっくり、力を

・『行政書士の教科書』
の重要な150の論点を
ピックアップして、見
開き２ページ１論点
（項目）の構成、図表中
心でまとめています。

・『行政書士の教科書』の
１回目を読む段階から、
できればSectionごと、
少なくともCHAPTER
ごとに、『行政書士の
問題集』の問題を解き

・最重要判例を中心に、
重要度に応じてメリハ
リをつけながら、憲
法・民法・行政法・商
法の数多くの判例を掲
載しています。

入れて読み込みましょう。
・「例題」は必ず解きましょう。でき
ないときは、すぐに本文に戻って知
識を確認しましょう。

ましょう。
・できなかった問題は、解説に記載さ
れているリンクをもとに『行政書士
の教科書』に戻って確認しましょう。

2 行政書士の教科書

4 行政書士の最重要論点150

3 行政書士の問題集

・５年分の本試験問題
を、詳細な解説と問題
ごとの正答率ととも
に、新しい順に年度別
に収録しています。

・出来具合に一喜一憂す

・実際の本試験問題を素
材にしながら、重要論
点を、選択肢ごとに分
解し、１問１答形式
で、知識を確認できる
1冊です。

ることなく、また解きっぱなしにせ
ずに、できなかった問題は、『行政
書士の教科書』に戻って復習しまし
ょう。

・選択肢（問題）ごとに、重要度ラン
ク・肢を切るポイントを明示してい
るので、メリハリをつけた学習が可
能です。

6 行政書士の５年過去問題集 7 行政書士の肢別問題集

5 行政書士の判例集

リンク

リンク

・過去問題を題材にした解法マニュアルと、過去問題＆オリジナル予
想問題が１冊に集約されています。

・一通りの学習が終わって、直前期に40字記述式対策を行う受験生が
多いようですが、実力養成の学習と同時並行することで、より知識
の定着を図ることが可能です。

8 行政書士の40字記述式問題集

・出題傾向を徹底分析した予想問題を３回分と最新本試験を収録して
います。

・問題部分は回数ごとに取り外せるようになっているので、実際の本
試験を意識したシミュレーションを行うことができます。是非とも
時間（180分）を計りながらチャレンジしてみましょう。

9 本試験をあてる TAC直前予想模試 行政書士

合 格 !

ここでは、TAC出版書籍（みんなが欲しかった！行
政書士シリーズ）のご紹介と、その書籍を使った
効果的な学習法について説明します。

本書

シリーズ紹介と活用法
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・「オリエンテーション編」で、行政書士という資格と行政書士試験に
ついて、さらっと確認してイメージをつかみましょう。

・「入門講義編」で、各科目の内容をざっと読んで全体像をつかむとと
もに、法律学習になれましょう。

1 行政書士 合格へのはじめの一歩

・まずは１回、ざっと読
んで全体像をつかみま
しょう。わからないと
ころがあっても、どん
どん読み飛ばします。
・本文をじっくり、力を

・『行政書士の教科書』
の重要な150の論点を
ピックアップして、見
開き２ページ１論点
（項目）の構成、図表中
心でまとめています。

・『行政書士の教科書』の
１回目を読む段階から、
できればSectionごと、
少なくともCHAPTER
ごとに、『行政書士の
問題集』の問題を解き

・最重要判例を中心に、
重要度に応じてメリハ
リをつけながら、憲
法・民法・行政法・商
法の数多くの判例を掲
載しています。

入れて読み込みましょう。
・「例題」は必ず解きましょう。でき
ないときは、すぐに本文に戻って知
識を確認しましょう。

ましょう。
・できなかった問題は、解説に記載さ
れているリンクをもとに『行政書士
の教科書』に戻って確認しましょう。

2 行政書士の教科書

4 行政書士の最重要論点150

3 行政書士の問題集

・５年分の本試験問題
を、詳細な解説と問題
ごとの正答率ととも
に、新しい順に年度別
に収録しています。

・出来具合に一喜一憂す

・実際の本試験問題を素
材にしながら、重要論
点を、選択肢ごとに分
解し、１問１答形式
で、知識を確認できる
1冊です。

ることなく、また解きっぱなしにせ
ずに、できなかった問題は、『行政
書士の教科書』に戻って復習しまし
ょう。

・選択肢（問題）ごとに、重要度ラン
ク・肢を切るポイントを明示してい
るので、メリハリをつけた学習が可
能です。

6 行政書士の５年過去問題集 7 行政書士の肢別問題集

5 行政書士の判例集

リンク

リンク

・過去問題を題材にした解法マニュアルと、過去問題＆オリジナル予
想問題が１冊に集約されています。

・一通りの学習が終わって、直前期に40字記述式対策を行う受験生が
多いようですが、実力養成の学習と同時並行することで、より知識
の定着を図ることが可能です。

8 行政書士の40字記述式問題集

・出題傾向を徹底分析した予想問題を３回分と最新本試験を収録して
います。

・問題部分は回数ごとに取り外せるようになっているので、実際の本
試験を意識したシミュレーションを行うことができます。是非とも
時間（180分）を計りながらチャレンジしてみましょう。

9 本試験をあてる TAC直前予想模試 行政書士

合 格 !

ここでは、TAC出版書籍（みんなが欲しかった！行
政書士シリーズ）のご紹介と、その書籍を使った
効果的な学習法について説明します。

本書
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▌事案

砂川町にあったアメリカ軍使用の立川飛行場拡張のため測量が開始され
たが、その際、基地拡張に反対する集団が境界柵を破壊し、飛行場内に立
ち入った。そのため、集団に参加していたYらが、日米安全保障条約に基
づく行政協定に伴う刑事特別法違反として起訴された。

総論（憲法の基本原理−憲法の三大原理）

砂川事件（最大判昭34.12.16）
出題実績  26-41

争　点 結　論

1

憲法９条は、自衛権に基づいて
他国に日本の安全保障を求める
ことを禁止しているか。

禁止していない。

ポイント
憲法９条は自衛権を否定したものではない。したがって、他国に安
全保障を求めることも禁止していない。

2

日本に駐留する外国軍隊は、憲
法9条2項で保有が禁じられる
「戦力」にあたるか。

あたらない。

ポイント
憲法９条２項で保有を禁じているのは、わが国自体の戦力であり、
外国軍隊はたとえ日本に駐留するとしても９条２項の「戦力」には
あたらない。

▌争点・結論

関連法令  憲法 9 条
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3

日米安全保障条約は、裁判所に
よる司法審査の対象となるか。 司法審査の対象とならない。

ポイント
条約も司法審査の対象となり得るが、安保条約のように主権国とし
てわが国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度に政治性を有するも
のは、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、司
法審査の対象とならない。

▌判旨
「同条（憲法9条）は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止
しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有
の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、
無抵抗を定めたものではないのである。…すなわち、われら日本国民は、憲法9
条2項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによつて生ず
るわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の
公正と信義に信頼することによつて補ない、もつてわれらの安全と生存を保持し
ようと決意したのである。そしてそれは、必ずしも原判決のいうように、国際連
合の機関である安全保障理事会等の執る軍事的安全措置等に限定されたものでは
なく、わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達す
るにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認め
られるものを選ぶことができることはもとよりであつて、①憲法9条は、わが国
がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずる
ものではないのである。」
「憲法9条の趣旨に即して同条2項の法意を考えてみるに、同条項において戦力
の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつ
てこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条1項において永久に放棄す
ることを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするた
めであると解するを相当とする。従つて同条2項がいわゆる自衛のための戦力の
保持をも禁じたものであるか否かは別として、②同条項がその保持を禁止した戦
力とは、わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をい
うものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが
国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである。」
「本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極
めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容
が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した
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国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ
故、③右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判
所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明
白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの
であつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対し
て承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治
的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、
本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のよう
に前提問題となつている場合であると否とにかかわらないのである。」

✓ 問題 解答
条約については、司法審査をする余地はない。 ×

▌練習問題
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▌事案

アメリカ国籍のロナルド・アラン・マクリーン氏（X）は、1年の在留許
可を受けて日本に滞在していたが、在留期間中にベトナム戦争反対運動等
の政治活動に参加したことを理由として、法務大臣から在留期間の更新を
拒否された。そのため、Xが不許可処分の取消しを求めた。

人権（人権享有主体−外国人の人権）

マクリーン事件（最大判昭53.10.4）
出題実績  �18-6-1、23-4-3、27-3-3、29-3-1、5-10

関連法令  �憲法第 3章

X
（マクリーン氏）

①在留期間
　更新申請

②政治活動を
　理由に拒否

主な争点
外国人に人権は
保障されるか？

法務大臣

争　点 結　論

1

外国人に人権は保障されるか。

権利の性質上日本国民のみをそ
の対象としていると解されるも
のを除き、わが国に在留する外
国人に対しても等しく保障され
る。

ポイント
外国人に人権が保障されるかについて、判例は性質説を採ってい
る。すなわち、全ての人権が日本国民と同様に保障されるのではな
く、保障されるかどうかは権利の性質から判断される。

▌争点・結論
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2

外国人に政治活動の自由は保障
されるか。

わが国の政治的意思決定又はそ
の実施に影響を及ぼす活動等外
国人の地位にかんがみこれを認
めることが相当でないと解され
るものを除き、その保障が及ぶ。

ポイント
原則として保障される。しかし、一定の制限はある。

3

外国人に入国の自由、在留の権
利は保障されるか。

わが国に在留する外国人は、憲
法上わが国に在留する権利ない
し引き続き在留することを要求
することができる権利を保障さ
れているものではない。

ポイント
国際慣習法上、外国人の入国は受入国が自由に決定できるとされて
いるため、入国の自由は保障されない。引き続き在留する権利に関
しても同様。

▌判旨
「①憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみ
をその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対して
も等しく及ぶものと解すべきであり、②政治活動の自由についても、わが国の政
治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを
認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するの
が、相当である。
　しかしながら、…③外国人の在留の許否は国の裁量にゆだねられ、わが国に在
留する外国人は、憲法上わが国に在留する権利ないし引き続き在留することを要
求することができる権利を保障されているものではなく、ただ、出入国管理令上
法務大臣がその裁量により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると判断
する場合に限り在留期間の更新を受けることができる地位を与えられているにす
ぎないものであり、したがって、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右
のような外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが
相当であって、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、
在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極
的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解す
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ることはできない。」

✓ 関連判例

森川キャサリーン事件（外国人の再入国の自由）（最判平4.11.16）
� 重要度：Ｃ
→ 我が国に在留する外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由を
保障されているものでないことは、当裁判所大法廷判決（最高裁
昭和29年（あ）第3594号同32年6月19日判決・刑集11巻6号
1663頁、昭和50年（行ツ）第120号同53年10月4日判決・民集
32巻7号1223頁）の趣旨に徴して明らかである。

〈出題実績〉19-6-5、27-3-2 〈関連法令〉憲法第 3章

外国移住の自由（最大判昭32.12.25）� 重要度：Ｃ
→ 憲法22条2項は「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自
由を侵されない」と規定しており、ここにいう外国移住の自由
は、その権利の性質上外国人に限つて保障しないという理由はな
い。

〈出題実績〉なし 〈関連法令〉憲法22条 2 項

▌関連判例チェック
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✓ 問題 解答
外国人に政治活動の自由は一切保障されない。 ×

▌練習問題

入国の自由（最大判昭32.6.19）� 重要度：Ｃ
→ 憲法22条1項には、何人も公共の福祉に反しない限り居住・移転
の自由を有する旨規定し、同条2項には、何人も外国に移住する
自由を侵されない旨の規定を設けていることに徴すれば、憲法
22条の右の規定の保障するところは、居住・移転及び外国移住
の自由のみに関するものであつて、それ以外に及ばず、しかもそ
の居住・移転とは、外国移住と区別して規定されているところか
ら見れば、日本国内におけるものを指す趣旨であることも明らか
である。そしてこれらの憲法上の自由を享ける者は法文上日本国
民に局限されていないのであるから、外国人であつても日本国に
在つてその主権に服している者に限り及ぶものであることも、ま
た論をまたない。されば、憲法22条は外国人の日本国に入国す
ることについてはなにら（※原文ママ）規定していないものとい
うべきであつて、このことは、国際慣習法上、外国人の入国の許
否は当該国家の自由裁量により決定し得るものであつて、特別の
条約が存しない限り、国家は外国人の入国を許可する義務を負わ
ないものであることと、その考えを同じくするものと解し得られ
る。

〈出題実績〉なし 〈関連法令〉憲法22条 1 項、 2項
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▌事案

在日韓国人Xらは、選挙人名簿に登録されていなかったので、そのこと
を不服とし、選挙管理委員会Yらに異議の申出をしたが、却下の決定を受
けた。そこで、Xらはこの決定の取消訴訟を提起した。

人権（人権享有主体−外国人の人権）

外国人の地方選挙権（最判平7.2.28）
出題実績  18-2-ウ、19-6-2、23-4-4・5

裁判所
Ｙ

（選挙管理委員会）

Ｘ
（在日韓国人）

主な争点
外国人に選挙権は
保障されるか？

①異議の申出 ②却下決定
③取消訴訟

選挙権を有する
はず…

争　点 結　論

1

外国人に選挙権は保障される
か。

保障されない。

ポイント
国民主権の原理から、選挙権は、権利の性質上日本国民にしか認め
られない。

▌争点・結論

関連法令  憲法15条 1 項、93条 2 項
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2

外国人に地方選挙権は保障され
るか。

憲法93条2項の「住民」とは地
方公共団体の区域内に住所を有
する日本国民を意味する（＝保
障されない）。

ポイント
地方公共団体はわが国の統治機構の不可欠の要素であることから、
憲法上、地方選挙権も日本国民にしか認められない。

3

定住外国人に法律をもって地方
選挙権を付与することは許され
るか。

我が国に在留する外国人のうち
でも永住者等であってその居住
する区域の地方公共団体と特段
に緊密な関係を持つに至ったと
認められるものについては、そ
のような措置を講ずることも許
される。

ポイント
憲法上、地方選挙権は保障されていないが、一定の定住外国人に法
律をもって選挙権を付与する措置を講ずることも許される。しか
し、許容しているだけであって、必ずそのような措置を講じなけれ
ばならないということではない。

▌判旨
「憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外
国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、
国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明した
ものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及
び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民す
なわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、
①公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日
本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国
人には及ばないものと解するのが相当である。」
「地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の
長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民
が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及
びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統
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